
平成 23 年 3 月 15 日 

 

違反の判明した引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に対する 

実態調査の実施について 

 

一般社団法人 新･建築士制度普及協会 

１．目的 

本事業は、平成 22 年に国土交通省において実施された調査により用途規制違反が判明したド

ライクリーニング工場について、地域の建築士によるヒアリング、現地調査、現況の平面図及び改

善計画を記載した平面図の作成等の実態調査を行い、違反の状況や改善の内容を具体的に把

握することを目的とする。 

 

２．事業期間 

平成 22 年 11 月 26 日～平成 23 年 3 月 15 日 

 

３．事業内容 

①地域の建築士によるサポート体制の構築 

当協会は、全国各地において実態調査を実施するため、４７都道府県の建築士会において、

担当建築士の選任及び担当建築士に対する技術的基準等の研修、受付窓口の整備を行った。 

■別紙１ 各都道府県建築士会における実態調査の受付窓口及び担当建築士数一覧 

 

ⅰ）担当建築士の選任及び担当建築士に対する技術的基準等の研修 

担当建築士に対する技術的基準の研修（研修は電子会議システムを用い、国土交通省の担当

者が解説）を平成２３年１月６日に実施した。研修内容は、当該電子会議システムにて、説明資料

データとともに各都道府県建築士会に動画配信し、１月６日の研修に間に合わなかった都道府県

においても、その後この配信動画を利用して個別に研修を実施した。 

この研修により、担当建築士の知識、能力のばらつきをなくし、全国どこでも実態調査を受けら

れる体制が整った。 

 

ⅱ）受付窓口の整備 

各都道府県建築士会において、実態調査を希望する零細事業者からの調査要請の受付と担

当建築士の斡旋を行うため、受入れ時期、方法等について、各都道府県建築士会と特定行政庁

との連絡会議において受け入れ時期、方法、関連図面作成上の留意点について確認を行い、受

付窓口の整備を行った。これにより、地域のサポート窓口が明確となった。 

 

②実態調査の実施 

個別の調査に関しては、特定行政庁からの紹介による事業者からの調査依頼を踏まえ、まず都

道府県建築士会において、零細事業者である旨の確認等必要な確認を行った上で、担当建築士

の斡旋を行い、担当建築士において零細事業者への実情等にかかるヒアリング、現地調査、現況

の平面図及び改善計画を記載した平面図の作成等を実施した。なお、作成した図面等については、

各都道府県建築士会より事業者にもお渡しをしている。 

また、各都道府県建築士会において、事業者への説明等に活用できる様、調査手続きの流れ

等について、別紙２の雛形を作成し、各建築士会へ提供した。 

■別紙２ 調査手続きの流れ等（雛形） 

■別紙３ 個別調査の内容 



実施スキーム 

 

各都道府県建築士会 

担当建築士の選任 

クリーニング事業者 

（零細事業者） 

都道府県 

（管内特定行政庁含む） 

一般社団法人 新・建築士制度普及協会

現地調査 

関連図面の提供

調査要請

連絡会議

情報提供 

調査請負発注 報告 

国土交通省 

協力依頼 

公募・交付決定

担当建築士に対する研修 

調査要請の受付、担当建築士の斡旋 

ヒアリング、現地調査、関連図面の作成 

（担当建築士） 

協力依頼



各都道府県建築士会における実態調査の受付窓口及び担当建築士数一覧

〒060-0042

札幌市中央区大通西5-11 大五ﾋﾞﾙ

〒030-0803

青森市安方2-9-13 青森県建設会館

〒020-0887

盛岡市上ﾉ橋町1-50 岩繊ﾋﾞﾙ

〒983-1861　

仙台市宮城野区鉄砲町93
宮城県建設業国民健康保険組合会館5F

〒010-0951

秋田市山王1-7-3 山王ｳｴｽﾀﾝﾋﾞﾙ

〒990-0823

山形市城北町1-12-26

〒960-8043

福島市中町4-20 みんゆうﾋﾞﾙ

〒310-0852

水戸市笠原町978-30 建築会館

〒321-0933

宇都宮市簗瀬町1958-1 栃木県建設産業会館

〒371-0846

前橋市元総社町2-5-3 群馬建設会館

〒336-0031

さいたま市南区鹿手袋4-1-7 埼玉建産連会館

〒260-0013

千葉市中央区中央4-8-5 建築会館

〒104-6204

中央区晴海1-8-12 ｵﾌｨｽﾀﾜｰZ

〒231-0011

横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館

〒400-0031

甲府市丸ﾉ内1-14-19 山梨県建設会館

〒380-0872

長野市南長野宮東426-1 長野県建築士会館

〒950-0965

新潟市中央区新光町15-2 新潟県公社総合ﾋﾞﾙ3F

〒420-0857

静岡市葵区御幸町9-9 静岡県建設業会館

〒460-0008

名古屋市中区栄4-3-26 昭和ﾋﾞﾙ

〒500-8076

岐阜市司町1 岐阜総合庁舎

〒514-0003

津市桜橋2-177-2 三重県建設産業会館

〒930-0094

富山市安住町7-1 富山県建築設計会館

〒921-8036

金沢市弥生2-1-23 石川県建設総合ｾﾝﾀｰ

〒910-0854

福井市御幸3-10-15 福井県建設会館

〒520-0801

大津市におの浜1-1-18 滋賀県建設会館

〒604-0944

京都市中京区押小路通

柳馬場東入橘町641 京都建設会館別館

〒540-0012

大阪市中央区谷町3-1-17 ｼﾞｮｲﾝﾄ大手前ﾋﾞﾙ5F

〒650-0011

神戸市中央区下山手通4-6-11ｴｸｾﾙ山手2階

FAX
研修が終了した

担当建築士数（人）

4

8

3

13

21

30

調査申込窓口 住所 電話

4

4

10

4

4

19

8

9

3

16

4

3

19

20

3

8

40

7

13

3

3

3

27 (社)大阪府建築士会 (06) 6947-1961 (06) 6943-7103

28 (社)兵庫県建築士会 (078) 327-0885 (078) 327-0887

25 (社)滋賀県建築士会 (077) 522-1615 (077) 523-1602

26 (社)京都府建築士会 (075) 211-2857 (075) 255-6077

23 (社)石川県建築士会 (076) 244-2241 (076) 243-4821

24 (社)福井県建築士会 (0776) 24-8781 (0776) 24-9570

21 (社)三重県建築士会 (059) 226-0109 (059) 225-4281

22 (社)富山県建築士会 (076) 482-4446 (076) 482-4448

19 (社)愛知建築士会 (052) 261-1451 (052) 261-0251

20 (社)岐阜県建築士会 (058) 266-5786 (058) 266-6867

17 (社)新潟県建築士会 (025) 378-5666 (025) 285-2911

18 (社)静岡県建築士会 (054) 254-9381 (054) 273-0478

15 (社)山梨県建築士会 (055) 233-5414 (055) 233-5415

16 (社)長野県建築士会 (026) 235-0561 (026) 232-2588

13 (社)東京建築士会 (03) 3536-7711 (03) 3536-7712

14 (社)神奈川県建築士会 (045) 201-1284 (045) 201-0784

11 (社)埼玉建築士会 (048) 861-8221 (048) 864-8706

12 (社)千葉県建築士会 (043) 202-2100 (043) 202-2101

9 (社)栃木県建築士会 (028) 639-3150 (028) 639-3160

10 (社)群馬建築士会 (027) 252-2434 (027) 252-2565

7 (社)福島県建築士会 (024) 523-1532 (024) 523-4644

8 (社)茨城県建築士会 (029) 305-0329 (029) 305-0330

5 (社)秋田県建築士会 (018) 863-6348 (018) 888-1733

6 (社)山形県建築士会 (023) 643-4568 (023) 643-4562

3 (社)岩手県建築士会 (019) 654-5777 (019) 654-5777

4 (社)宮城県建築士会 (022) 298-8037 (022) 298-8038

1 (社)北海道建築士会 (011) 251-6076 (011) 222-0924

2 (社)青森県建築士会 (017) 773-2878 (017) 723-7105
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FAX
研修が終了した

担当建築士数（人）
調査申込窓口 住所 電話

〒630-8115

奈良市大宮町2-5-7 奈良県建築士会館

〒640-8045

和歌山市ﾄ半町38 和歌山県建築士会館

〒680-0803

鳥取市田園町3-375 田園ﾋﾞﾙ

〒690-0883

松江市北田町35-3 建築会館

〒700-0824

岡山市北区内山下1-3-19 建築会館

〒730-0052

広島市中区千田町3-7-47 広島県情報ﾌﾟﾗｻﾞ

〒753-0072

山口市大手町3-8 山口県建築士会館

〒770-0931

徳島市富田浜2-10 徳島県建設ｾﾝﾀｰ

〒760-0018

高松市天神前6-34 村瀬ﾋﾞﾙ

〒790-0002

松山市二番町4-1-5 愛媛県建築士会館

〒780-0870

高知市本町4-2-15 高知県建設会館

〒812-0013

福岡市博多区博多駅東3-14-18 福岡建設会館

〒840-0041

佐賀市城内2-2-37 佐賀県建設会館

〒850-0036

長崎市五島町5-34 ﾄｰｶﾝﾏﾝｼｮﾝ713号室

〒862-0954

熊本市神水1-3-7 熊本県建築士会館

〒870-0022

大分市大手町2-2-7 田原ﾋﾞﾙ

〒880-0802

宮崎市別府町2-12 宮崎建友会館

〒892-0838

鹿児島市新屋敷町16 県公社ﾋﾞﾙ326

〒901-2101

浦添市西原1-4-26 沖縄建築会館

3

3

13

5

26

13

6

4

22

7

7

3

7

1

6

4

46 (社)鹿児島県建築士会 (099) 222-2005

4

4

34

47 (社)沖縄県建築士会 (098) 879-7727 (098) 870-1710

(099) 226-2019

45 (社)宮崎県建築士会 (0985) 27-3425 (0985) 27-3698

43 (社)熊本県建築士会 (096) 383-3200 (096) 383-1543

44 (社)大分県建築士会 (097) 532-6607 (097) 532-6635

41 (社)佐賀県建築士会 (0952) 26-2198 (0952) 26-2248

42 (社)長崎県建築士会 (095) 828-0753 (095) 827-7007

39 (社)高知県建築士会 (088) 822-0255 (088) 822-0612

40 (社)福岡県建築士会 (092) 441-1867 (092) 481-2355

37 (社)香川県建築士会 (087) 833-5377 (087) 833-5394

38 (社)愛媛県建築士会 (089) 945-6100 (089) 948-0061

35 (社)山口県建築士会 (083) 922-5114 (083) 922-5122

36 (社)徳島県建築士会 (088) 653-7570 (088) 624-1710

33 (社)岡山県建築士会 (086) 223-6671 (086) 221-2185

34 (社)広島県建築士会 (082) 244-6830 (082) 244-3840

31 (社)鳥取県建築士会 (0857) 21-7280 (0857) 37-2024

32 (社)島根県建築士会 (0852) 24-2620 (0852) 24-3780

29 (社)奈良県建築士会 (0742) 30-3111 (0742) 33-4333

30 (社)和歌山県建築士会 (073) 423-2562 (073) 433-2772



引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に対する実態調査について 

○○県建築士会 

●対象：引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場を営む年間収入額(売上高)2,000 万円未満の事業者 
・「火災安全性確保の観点からの引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場の安全対策にかかる技術的基準」

に基づく措置により、建築基準法第 48 条ただし書に基づく許可申請を検討している事業者が対象です。 

・年間収入額（売上高）が 2,000 万円未満かどうかの確認のため、年間収入額が確認できる書類をご用意く

ださい。（財務諸表を作成している場合は、財務諸表のうち損益計算書、財務諸表が無い場合は、確定申告

の添付資料（青色申告決算書又は収支内訳書）） 

●調査内容：事業者へのヒアリング、作業場の現地調査、関連図面の作成 
・関連図面以外の図面作成や許可申請業務等は含まれません。 

・許可申請については、本調査とは別に、それぞれの事業者の方が行っていただくものです。 

●調査後お渡しするもの：調査により作成した関連図面 
・関連図面とは作業場についての以下の図面です。 

○作業場の現況の平面図 

○技術的基準に適合しない箇所の一覧 

○改善計画を記載した平面図（改善計画を立案することが困難な場合には、改善の方向についてのアドバイ

スを記載した書類） 

・関連図面は許可申請書類の一部としてご利用いただいて結構です。 

・改善計画は、技術的基準に適合させるためのものであり、他の建築基準法の規定に適合していないものがあ

った場合において、その改善計画を検討するものではありません。 

・改善計画は、建築士がその技術的知見を基に立案するものであり、許可申請にあたり特定行政庁や消防長等

より訂正等が求められる場合があります。 

※調査の内容（関連図面を含む）は、国土交通省、（○○県、）一般社団法人新･建築士制度普及協会にも報告いたしますことをご了承ください。 

●費用：無料 

●手続きの流れ： 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

◇建築基準法第 48 条ただし書に基づく許可について（許可申請については特定行政庁と協議ください） 

許可申請は特定行政庁に対して行う必要があります。許可申請にあたっては、関連図面の他、許可申請書や各特定行政

庁により定められた、建築物全体の、付近見取図・配置図・平面図・立面図・断面図等の添付書類、その他の書類等が必

要となります。許可申請後の流れは、概ね下図のとおりですが、必要書類や詳細な許可申請手続き等については、特定行

政庁へお問い合わせください。 

なお、関連図面以外の図面作成や許可申請業務等は本調査の対象外であるため、もし作業を依頼されたい場合には、別

途、建築士事務所と契約し、個人の負担において実施する必要があります。 
 
 

 

 
 

※ 受付に際し、書類の訂正等が求められる場合があります。 

 

許可申請

の検討 

 

① 

建築士会へ 

調査の申込 

② 

建築士会による

要件確認 

（年間収入額）

③ 

建築士会より 

担当建築士の 

斡旋 

④ 

担当建築士 

による調査実施

⑤ 

建築士会より 

関連図面の提供 

建築士会窓口配布用資料（案）※必要に応じて修正の上ご利用ください。 

【お問い合わせ先】  ○○県建築士会 

住所：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

TEL：○○―○○○○―○○○○ FAX：○○―○○○○―○○○○ 

本調査範囲

 

許可申請書

の提出 

 

公聴会 

の開催 

 

公聴会意

見を踏ま

えた調整 

 

建築審査会 

の同意 

 

許可 

通知 

公
聴
会
開
催
公
告 

 

受付

※ 

 

許可申請

 

調査外 
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個別調査の内容 

 

１．都道府県別調査件数 

都道府県 件数(件) 

秋田県 １

新潟県 １

島根県 １

愛媛県 ３

長崎県 ７

合計 １３

 

２．用途違反の内容 

用途違反の内容 件数(件) 

引火性溶剤の使用 ７

工場（作業場規模を含む）と 

引火性溶剤の使用 
６

合計 １３

 

別紙３
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